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高知県直轄国道における右左折車と横断歩行者・自転車の事故が課題となっている国道56号河ノ瀬交差

点と須崎中学校前交差点において，横断中の歩行者・自転車事故を削減することを目的に横断歩行者・自

転車感知式注意喚起システムを設置した． 
本稿では，河ノ瀬交差点と須崎中学校前交差点に導入した横断歩行者・自転車感知式注意喚起システム

の概要を説明するとともに，システム設置前後の交通挙動データと利用者意識データをもとに，注意喚起

システムが道路利用者に与える効果について報告する． 

 

     Key Words : traffic safety,reminder system,effectiveness 
 

 

1．  はじめに 

 高知県の直轄国道に位置する交差点で発生した死傷事

故は，横断歩道を横断する歩行者・自転車と右左折車に

よる事故が全事故の約2割1)
を占める．その横断中の歩行

者・自転車事故の約3割1)
は，ドライバーの歩行者・自転

車に対する安全不確認，すなわちドライバーが右左折時

に横断中の歩行者・自転車の安全確認を怠ることによる

ものである． 

 ドライバーの安全不確認に対する有効な対策の一つと

して，ドライバーへの注意喚起情報の提供が挙げられる．

しかしながら，注意喚起情報の提供についてはドライバ

ーの慣れや過度な情報提供による対策の陳腐化により効

果の低下が懸念され，必要かつ適切なタイミングでドラ

イバーに注意喚起を行うことが重要である． 

 これらを踏まえ，横断歩道を横断する歩行者・自転車

の存在を感知してドライバーに対して注意喚起を行う

ITS技術を活用した新たな注意喚起対策として横断歩行

者・自転車感知式注意喚起システム（以下，システムと

いう）を検討した．  

 このシステムを高知県の「事故ゼロプラン」の事故危

険区間及び通学路緊急合同点検対策箇所に位置づけられ

ている国道56号の河ノ瀬交差点と須崎中学校前交差点へ，

平成23年より社会実験として設置し，その後平成25年よ

り本格運用として導入することとした．  

 本稿では，導入した横断歩行者・自転車感知式注意喚

起システムの概要を説明するとともに，河ノ瀬交差点と

須崎中学校前交差点でのシステム設置前後の交通挙動デ

ータと利用者意識データをもとに，注意喚起システムが

道路利用者に与える効果について報告するものである． 

 

2．  注意喚起対策の概要と事故特性 

(1)   システムの概要 

 システムは図-1に示すように，ドライバーに対して注

意喚起を行うものであり，横断歩行者・自転車を感知す

る人感センサーと感知データを無線信号にて送受信し

LED表示板及び道路鋲を点滅させる制御ボックスから構
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歩行者自転車用信号が赤信号 歩行者自転車用信号が青信号

LED表示板

人感ｾﾝｻｰ

道路鋲

①横断者が人感ｾﾝｻｰを通過

②LED表示板及び

道路鋲が点滅

交差点 事故特性

河ノ瀬

交差点

・横断歩道を横断する歩行者・自転車と右左折車による死傷事故件数が、

当該交差点の全死傷事故の約6割を占める。

・歩行者・自転車関連の死傷事故の約7割は西側横断歩道の流出部で発

生している。

・平成24年度に実施された通学路の緊急合同点検において道路幅員が広

く，横断に対する危険性が指摘された。

須崎中

学校前

交差点

・隣接する須崎中学校や近隣の小学校，高等学校の通学路となっている。

・平成24年度に実施された通学路の緊急合同点検において，児童が多く横

断する北側と西側の横断歩道での横断歩行者・自転車と右左折車事故の

危険性が指摘された。

至

高

知

市

街

至

土

佐

市

（市）潮江1号線 至 春野町

（市）潮江1号線 至 上町

西側横断歩道

①交差点が大きく，右折する車両の

速度が高くなり，周囲の歩行者・

自転車を見落としやすい。

事故①

事故②

右折

左折

人対車両

追突

その他

②交差点が大きく，左折する車両の

速度が高くなり，周囲の歩行者・

自転車を見落としやすい。

写真：歩行者が横断中に速度が高い

右左折車が存在

西側横断歩道の流出部

18件/4年，69%

【河ノ瀬交差点の歩行者・自転車事故】

西側横断歩道

の流出部以外

8件/4年，31%

出典）イタルダデータ (H20-H23)

道の駅道の駅道の駅道の駅

須崎中学校須崎中学校須崎中学校須崎中学校

至

四

万

十

市

至

高

知

市

津野町

（県）五井郷下分線 至 須崎駅

右折

左折

人対車両

追突

その他

交差点面積が大きく、右左折車

の速度が高くなり、周囲の歩行

者・自転車を見落としやすい

事故①

事故②

北側

西側

写真：歩行者が横断中に速度が高い

右左折車が存在

成される．特に，道路鋲は対象となるドライバーに照射

するために指向性を持たせ，人感センサーは身長が低い

児童にも対応するために，センサー部を上部と下部の2

箇所とするダブルセンサー方式とした． 

 システムの仕組みは，横断歩道の出入口に設置したど

ちらか片側の人感センサーが歩行者・自転車の横断歩道

への流入を感知すると同時に，無線により感知データが

両側の歩道脇に設置した制御ボックス間で送受信され，

両側のLED表示板と道路鋲が点滅する．また，点滅した

LED表示板と道路鋲は，人感センサーが横断歩道を流出

する歩行者・自転車の最後尾を感知するもしくは，一定

時間（歩行者の横断時間）を経過すると消灯させるとと

もに，歩行者自転車用信号機と連動させ（赤信号データ

の受信），赤信号時は点滅させない仕組みとした． 

(2)   事故特性と事故発生要因 

 現場にシステム導入した河ノ瀬交差点と須崎中学校前

交差点の事故特性は，表-1のとおりである．また，図-2

と図-3は，河ノ瀬交差点と須崎中学校前交差点で対象と

した横断中の歩行者・自転車事故の事故発生要因を示し

たものである． 

 両交差点の横断中事故の事故発生要因は，①交差点面

積が大きく，右左折時の速度が高いこと，②ドライバー

の歩行者・自転車の見落とし等の安全不確認，歩行者・

自転車の優先意識の低下が考えられる．特に河ノ瀬交差

点は，北側（高知市中心部）からの右折車は2列となる

ため，併走する右折車に気を取られたドライバーの歩行

者・自転車に対する安全不確認が顕著となり，横断中の

歩行者・自転車との事故が多い状況にある． 

 

 (3)   システムの配置とそのねらい 

図-4と図-5は，それぞれ河ノ瀬交差点，須崎中学校前

交差点のシステム配置図を示したものである． 

 河ノ瀬交差点では，西側横断歩道流出部で発生する北

側から2列で進入する右折車および南側からの左折車と

横断中の歩行者・自転車事故を対象とし，また，人感セ

ンサーを横断歩道の出入口となる南側の歩道部と北側の

中央島に設置した．LED表示板は右折車用と左折車用を

それぞれ設置し，停止する右折車がLED表示板の点滅を

図-1 システムの概要 

表-1 交差点の事故特性 

図-2 河ノ瀬交差点の横断中事故の事故発生要因 

図-3 須崎中学校交差点の横断中事故の事故発生要因 
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道路鋲『白色』

人感センサー

河ノ瀬交差点 須崎中学校前交差点

ビデオ調査

右左折車の

速度等を観測

・調査日：システム設置前；H26.2.23（日）

　　　　　　システム設置後；H26.2.25（火

・分析時間：1h（17:00～18:00）

・調査日：システム設置前；H24.12.13（月）

　　　　　　システム設置直後；H24.12.20（木）

　　　　　　システム設置1ヶ月後；H25.1.28（木），

　　　　　　　　　 　　　H25.2.4-H25.2.12の4日間

・分析時間：2h（朝7:30～8:30，夕16:00～17:00）

ｱｲﾏｰｸ

ﾚｺｰﾀﾞ調査

プローブ調査

3名のドライバーの

視線の動きと1秒毎

の座標データを観測

・調査日：システム設置前；H26.2.23（日）

　　　　　　システム設置後；H26.2.25（火）

・調査時間：6h

（朝7～9時、昼13～15時，夕15～17時）

・調査日：システム設置前；H24.12.13（月）

　　　　　　システム設置直後；H24.12.20（木）

　　　　　　システム設置1ヶ月後；H25.1.28（木），

・調査時間：6h

（朝7～9時、昼13～15時，夕15～17時）

利用者

アンケート

調査

（歩行者・自転車）

システムに対する

評価等の意見収集

・調査日：H26.2.25（火）、H26.3.7（金）

・対象者：河ノ瀬交差点の西側横断歩道

　　　　　　を横断する歩行者・自転車

・取得サンプル：193サンプル

・調査期間：9日間（H24.2.4～H24.2.12）

・対象者：須崎中学校の保護者・中学生，

　　　　　　 新荘小学校の保護者

・取得サンプル：210サンプル

利用者

アンケート

調査

（ドライバー）

システムに対する

評価等の意見収集

・調査期間：7日間（H26.3.4～H26.3.10）

・対象者：河ノ瀬交差点の西側横断歩道

　　　　　　を右折もしくは左折したドライバー

・取得サンプル：114サンプル

・調査期間：9日間（H24.2.4～H24.2.12）

・対象者：検証対象とした右左折折走行を行った

　　　　　　須崎中学校の保護者・中学生，

　　　　　　新荘小学校の保護者

・取得サンプル：79サンプル

※須崎中学校前交差点の利用者アンケート調査の回収率はドライバーは26%，歩行者・自転車は72%である。

調査期間・取得データ

調査項目 調査内容

14件

82%

11件

79%

1件

7%

3件

18%

2件

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【須崎中学校】

【河ノ瀬】

以前より歩行者・自転車を安全確認するようになった 以前より歩行者・自転車を安全確認しなくなった 変わらない

［安全確認の有無の変化］

N=17

N=14

8件

58%

7件

64%

3件

21%

4件

36%

3件

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【須崎中学校】

【河ノ瀬】

歩行者・自転車を確認するようになった 減速する（ブレーキを踏む）ようになった 変わらない その他

［安全確認動作の変化］

N=14

N=11

確認できる角度とした．左折車用のLED表示板は，中央

島の先端に設置し，左折車がLED表示板の点滅を確認で

きる角度とした．道路鋲は，流出側の横断歩道から

50cmの離隔を確保した位置に横断歩道と平行に8基を，

歩道側から右折車用と左折車用を2基ずつ交互に埋設し

た． 

須崎中学校前交差点では，横断する北側と西側の横断

歩道での横断中歩行者・自転車と右左折の事故を対象と

し，人感センサーを北側と西側の横断歩道の両脇となる

歩道部に設置した．LED表示板は，右折車用と左折車用

を横断歩道脇にある道路照明柱にそれぞれ添架した．

LED表示板の角度は，河ノ瀬交差点と同様に交差点内で

停止する右折車が確認可能な角度とした．道路鋲は，流

出側の横断歩道端に横断歩道と平行に8基を，交互に右

折車用と左折車用となるように埋設した． 

 以上のシステムを構築し，横断中の歩行者・自転車と

右左折車の事故を削減するというものである． 

 

3．  注意喚起対策の効果 

(1)   検証調査の概要 

 検証調査の概要を表-2に示す．システムの効果検証に

あたっての調査は，河ノ瀬交差点では設置前1日，設置

後1日の延べ2日間，須崎中学校前交差点では設置前1日，

設置直後1日，設置1ヶ月後1日の延べ3日間実施した．検

証調査内容は，①ドライバーの安全確認行動の変化，②

交通挙動の変化，③歩行者・自転車の安心感等の観点か

ら検証した． 

(2)   注意喚起システムの効果 

 システムの効果は，河ノ瀬交差点と須崎中学校前交差

点で実施したドライバーと歩行者・自転車へのアンケー

ト調査，アイマークレコーダ調査，プローブ調査および

ビデオ調査による画像解析の結果に基づき評価を行った． 

a) 安全確認行動の変化 

 図-6は，LED表示板と道路鋲の点滅に気づいたドライ

バーの安全確認行動の変化を示したものである． 

両交差点ともに約80%のドライバーがLED表示板と道路

鋲に気づき，システム設置前より横断歩行者・自転車の

安全確認を行うことが確認された ( 河ノ瀬 : χ

2(2,14)=0.00,p=0.00 須崎: χ2(2,17)=0.00,p=0.00)．さらに，その

ドライバーの安全確認動作の変化として，約60%のドラ

イバーが歩行者・自転車を確認し，河ノ瀬交差点では約

40%，須崎中学校前交差点では約20%のドライバーが減

速するとの回答であった．このことから，ドライバーは

LED表示板と道路鋲の点滅を確認し，歩行者・自転車の

確認や減速などの安全確認行動が向上する傾向があるこ

とが分かった． 

 

図-5 システム配置図（須崎中学校交差点） 

図-4 システム配置図（河ノ瀬交差点） 

表-2 調査概要 

図-6 システムを認識したドライバーの安全確認行動変化 
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b) 右折時の速度変化 

 図-7は，河ノ瀬交差点と須崎中学校前交差点のビ 

デオ調査の画像解析によるシステム設置前後の右折 

車の速度変化を示したものである．対象は，LED示板と

道路鋲の点滅時，すなわち右折時に歩行者・自転車が横

断していた右折車とした． 

 河ノ瀬交差点では，システム設置前に比べてシステム

設置後は各区間で速度が低下しており，特に，横断歩道

手前での右折車の速度が約3km/h低下している．須崎中

学校前交差点においても，システム設置直後，設置1ヶ

月後ともに各区間で速度が低下し，横断歩道進入時の速

度が実験前に比べ約5km/h低下している．この速度低下

の要因は，ドライバーが横断歩行者・自転車を確認する

位置より手前でLED表示板と道路鋲の点滅を確認し急な

加速等を避けて，低速で横断歩道に進入したためと考え

られる． 

 また，須崎中学校交差点のシステム区間内と区間外に

おいて，システム設置前，設置直後，設置1ヶ月後にお

ける速度抑制効果を検証するために，「設置前，設置直

後，設置1ヶ月後」を被験者内要因とした一元配置分散

分析を行った．その結果システム区間内においては，被

験者間に有意差が認められた(F(2,67)=3.13，p=0.00区間⑤の

み記載)．一方，システム区間外においては，被験者間に

有意差は認められなかった(F(2,60)=3.15，p=n.s.区間②のみ記

載)．つまり，須崎中学校前交差点においてはシステム

設置1ヶ月後においても継続的な速度抑制効果が発現し

ていることを示唆している．  

c) 河ノ瀬交差点からみるすれ違い時間差の変化 

 図-8は，河ノ瀬交差点の西側横断歩道流出部において，

北から西へ向かう右折車と横断歩行者・自転車のすれ違

い時間差の変化を示したものである．これは両者のすれ

違い時間の差が小さければ，両者が接近してすれ違って

いることを示し，システム設置後は，設置前に比べて右

折車と横断歩行者・自転車のすれ違い時間差の大きい割

合が増加した．つまり，右折車はシステムの点滅を確認

し，横断歩行者・自転車との距離を離し，より余裕を持

ってすれ違うようになったと考えられる． 

d) 横断歩行者・自転車の安心感 

 図-9は，両交差点の横断歩行者・自転車のLED表示板

と道路鋲による安心感の評価を示したものである．両交

差点ともに約60%以上の横断歩行者・自転車がLED表示

板による注意喚起により安心を感じるとの評価であった．

同様に道路鋲についても，約60%以上の横断歩行者・自

転車が安心を感じるとの評価であり，LED表示板，道路

鋲ともに有意差が確認された．つまり，横断歩行者・自

転車利用者に対しても影響を与えることが分かった．こ

れらは，ドライバーの安全確認行動の変化が示すように 
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図-7 ビデオ調査の画像解析による右折時の速度変化 
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図-8 すれ違い時間差の変化（河ノ瀬交差点） 
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図-9 歩行者・自転車のシステムによる安心感の変化 
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ドライバーが歩行者・自転車に対して，より安全確認す

るようになり，減速して横断歩道に進入するようになっ

たためと考えられる．  

 

4．  おわりに 

 本稿では，河ノ瀬交差点と須崎中学校前交差点に導入

した横断歩行者・自転車感知式注意喚起システムの効果

検証を行った．アンケート調査結果から，ドライバーは

歩行者・自転車を確認し安全確認行動を行うようになり，

歩行者・自転車は安心感を得られるようになった．また，

ビデオ調査結果から，システムによる右折車の持続的な

速度抑制効果や右折車と横断歩行者・自転車とのすれ違

い間隔の増加効果が得られた． 

 以上の結果から，注意喚起システム導入により，ドラ

イバーの安全確認行動の向上並びに速度抑制効果といっ

た行動による変化，さらには，歩行者・自転車利用者の

安心感といった心理的作用の変化にも向上効果を及ぼす

ことが示唆された．このことから，注意喚起システムは，

ドライバーのみでなく，歩行者・自転車利用者といった

道路利用者に対してもシステム効果を与えていることが

わかった． 

 今後は，システム設置後の死傷事故件数による評価を

行うとともに，交差点交通量が多くかつ，横断者数も多

い横断歩道への導入を検討していく予定である． 
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